
～特許出願までの流れ～

発明等の連絡、 「発明届」の提出

機関帰属にしない

知的財産専門委員会で審議

１次ヒアリング 【地域イノベーション部門（知財担当）】

単独出願

機関帰属（大学帰属）

共同出願

『共同出願契約』締結

・教員等の研究

・共同研究等

『共同研究契約』

「譲渡証書」の提出 （大学が権利を承継）

発明者に返還

本学の
単独出願

企業等との
共同出願

契約段階で知財条項
の交渉あり

✖発明者が個人で勝手に出願

✖企業に「発明」を自己判断で譲渡

⇓
・学内規則違反 ・特許が拒絶・無効

注意

発明と思われるものをひ
らめいたら、知財担当に
ご連絡ください

ヒアリングの結果、
出願にならない場合
もあります

注意

知財担当が企業と条件等の
交渉をスタートします

【特許事務所】

出願書類作成

（1～2か月）

特許庁に申請

高知大学のみ
が出願する

企業や他機関と
高知大学が合同
で出願する

特許出願後に学会発表、論文発表を行う

発明相談会（２次ヒアリング）

特許事務所（弁理士）、技術移転機関、
ＡＭＥＤの同席によるヒアリング

高知大学次世代地域創造センター

地域イノベーション部門知財担当



～特許出願後の流れ～

単独出願共同出願

権利の存続は出願から２０年

出願から３年以内

１～２年

維持費用（年金）納付

（拒絶理由通知）

技術移転機関へ依頼

・企業探索

・事業化

・外部資金獲得

事業化（製品化）

100％大学費用負担
出願～登録～維持

100～150万円以上

維持・放棄を検討

事業化（製品化）

１～２年

毎年、維持費用（年金）を
特許庁に納付しないと、
特許は消滅します。

注意

出願前に学会、論文発表等で公表しない

⇓
・出願できない ・特許が拒絶・無効

注意

特許査定（登録）

出願から１年６ヶ月

外国出願・
国内優先権出願

審査請求

出願から１年

ヒアリング

ヒアリング

ヒアリング

ヒアリング

特許公開

高知大学次世代地域創造センター

地域イノベーション部門知的財産担当

単独出願であって、外国出願を希望
する場合は、JSTの出願支援制度へ申

請を行い、採択となれば外国出願が
可能となります。

※JSTの出願支援制度への申請には、

外国での活用戦略や技術移転計画

が必要となります。

外国出願について


